
　　務共通仕様書」により、実施するものとする。

仕　　様　　書

５　一般事項

　　従い、指定場所以外に許可なく立入りしてはならない。

　　する。

　　所、作業後隠ぺいとなる場所及び使用材料等とする。また、役務写真はカラーとし、アルバム

　　とする。

 (2)　請負者は、役務関係者以外に図面等を貸出し、複製及び閲覧させてはならない。また、役務

　　完了後は、図面等を返却するものとする。

 (7)　役務写真の撮影は、作業前、作業中及び作業完了後とし、撮影箇所は、監督官の指示する場

 (8)　役務関係書類の作成等を行うパソコンについては、情報流出防止について万全を期するもの

 (3)  請負者は、基地内で役務を行う場合、基地等への立入り及び基地内での行動は基地の規則に

 (4)　本役務に必要な書類は、監督官の指示した期日までに提出し、監督官の承諾を受けるものと

　　に整理して、データＣＤ－Ｒ等とともに提出するものとする。

 (2)　高圧受変電設備等の点検及び保守は、その項目に対応する点検確認を行う。部品又は点検部

　　の汚れや付着等が有る場合、清掃を実施して適切な状態にするものとする。

 (6)　本役務に際し、建物その他器物を破損した場合、請負者の責めに帰すべき事由により生じた

　　ものについては請負者負担において原形に復旧するものとする。

 (5)　本役務に係わる作業において、事故防止のための万全な処置を講ずるものとする。

 (3)　電気設備は、電気事業法による自家用電気工作物の維持及び運用についての保安規程、電気

　　通信事業法及び労働安全衛生規則等を遵守して、適正にその点検及び保守を行うものとする。

 (4)　本役務は原則停電し、安全な状態で作業を実施するものとする。やむを得ず活線状態で作業

　　するときには絶縁用防具及び保護具を用いて行うものとする。停電の細部要領については、監

６　特記事項

 (1)　点検項目及び点検場所一覧表については、(10)に示す。

　　　※　点検場所については、図面番号２／２に示す。

 (10) 本役務は、検査官による完了検査の合格をもって終了とする。

３　役務概要　　　　　　特別高圧、高圧受変電設備及び付帯設備の保守点検

 (9)　本仕様書に明記されていない事項が発生した場合、又は疑義が生じた場合は、契約担当官と

　　協議し、その指示に従うものとする。

　　督官と協議するものとする。

 (1)　本役務は、本仕様書及び図面によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「建築保全業

４　履行期間　　　　　　令和６年　　月　　日　～　令和７年３月３１日

１　役務名　　　　　　　北(６)レーダー地区電気設備保守点検　　　　　
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　　　※　実施する点検周期は、全て１年とする。

　　　　点検とする。
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　　　※　柱上避雷器の取付位置は、地上約１２ｍである。
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概要（規格等）
受変電設備

１０回路以下

１１回路以上

高圧ケーブル
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油入　500kVA以下
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　　(10) 点検項目及び点検場所一覧表
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 (5)　本役務は地区内全域を停電させ、連続する２日間を基準に実施するものとする。

　　のとする。

 (9)  本役務に使用する測定器等については、作業実施前に校正試験成績書を監督官に提出するも

 (8)  保守点検結果報告書を作成し、速やかに監督官に３部提出するものとする。

　　とともに、常に作業の安全に留意して事故及び災害の防止に努めるものとする。

 (7)　現場代理人は、履行場所の安全衛生に関する管理者となり、関係法令等に従って管理を行う

 (6)　各種試験等の終了後は、正常な状態になっている事を確認するものとする。　

　　

　　　※　高圧変圧器（油入）については、絶縁油試験（絶縁破壊電圧試験、酸価度試験）を除外した

点検項目
２　役務提供場所　　　　山口県山陽小野田市大字埴生字埴生山２０
　　　　　　　　　　　　航空自衛隊防府北基地レーダー地区
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第１２飛行教育団　基地業務群　施設隊

仕様書
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北(６)レーダー地区電気設備保守点検

令和６年４月１５日


